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（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業運営規程 

 

社会福祉法人 友愛会 

グループホームゆうあい 

 

（事業の目的） 

第１条 この事業は、地域の中にある認知症老人グループホーム（共同生活を営む認知症老人に

対し、家庭的な環境の中で介護従業者等による生活上の指導・援助を行う形態）で生活す

る認知症老人に対し、日常生活における援助等を行うことにより、認知症の進行を穏や

かにし、問題行動を減少させ、認知症老人が精神的に安定して健康で明るい生活が送れ

るように支援し、認知症老人の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 本法人は、老人福祉法及び介護保険法の理念に基づき、利用者の生活の安定と向上のた

めの支援処遇に努める。 

１．家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び生活リハビ

リを行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう適切な援助を行う。 

２．利用者の身体的、精神的状況の的確な把握に努めるとともに、症状等に応じて、医療機関

への受診を図るなど、適切な対応を行う。 

３．日常生活を通じたケアを行うという観点から、グループホーム内での食事は、原則とし

て、利用者と施設職員が共同で調理して行うように努める。 

４．事故防止のため、利用者の行動特性等を十分に把握して、安全に配慮した運営を行う。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 認知症対応型共同生活介護事業を行う主たる事業所の名称、所在地及び定員は次のとお

りにする。 

（１）名 称  グループホームゆうあい 

    （２）所在地  新潟市西区上新栄町４－４－１３ 

    （３）定 員  ２７人 

 

（従業員の職種、員数、及び職務の内容） 

第４条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

（１） 管理者     １人（常勤） 

・ 事業の運営管理について、管理者は一元的に所属職員を指揮監督し、関係機関との

連携、緊急時の対応及び苦情処理等適切に事業ができるよう総括する。 

（２）計画作成担当者 ３人（常勤） 
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・ 計画作成担当者は、原則として認知症介護実践研修修了者、その他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者を充

てる。 

・ 計画作成担当者は、利用者に最適な認知症対応型共同生活介護計画を作成し、その

計画を他の介護従業者で検討し、毎月評価するものとする。 

・ 計画作成担当者は当該共同生活住居における他の職種に従事することができる。 

 

  （３）介護従業者     ２１人（常勤）  

              １人（兼務） 

・ 日中については利用者に対して３：１の割合で夜間については常時１名以上の職員

を配置する。 

・ 介護従業者は認知症対応型共同生活介護計画に基づき、サービスを提供し、サービ

ス提供後に評価を行う。 

・ 利用者サービスを充分にするため、勤務する職員は、宿直時間帯以外の時間帯に利

用者の数３人に１人とする。 

 

（サービスの内容） 

第５条 認知症対応型共同生活介護を提供した場合、次のとおりにする。 

（１） 住居及び食事の提供を行う。 

（２） 利用者に対して、食事、入浴及び排泄の日常生活援助を行う。 

（３） グループホームの特性を活かした個別援助計画を作成し、利用者が安定した生活を送

れるよう援助を行う。 

（４） 利用者に対して、金銭管理、健康管理の助言等の生活指導を行うとともに緊急時の対

応を行う。 

 

（身体拘束について） 

第６条 原則として身体拘束は行わない。ただし緊急やむを得ない場合、管理者及び計画 

作成担当者、主任、スタッフの判断により、その状態にあった対応をする。 

（１）「緊急やむを得ない場合」として以下の３つをあげる。 

①利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく

高いこと。 

②身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 

③身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

（２）利用者本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間 

帯、期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。 

  （３）緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の身体

の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならないものとする。 
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  （４） 「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」を用いるものとし、再検討を行った結果、

家族等関係者に説明し、直近の情報を共有する。 

 

（介護計画の作成） 

第７条 計画作成担当者は、入居者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、援

助の目標、当該の目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対

応型共同生活介護計画を作成する。 

 

（虐待防止のための措置に関する事項） 

第８条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるもの

とする。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周

知徹底を図るものとする。 

（２） 虐待の防止のための指針を整備するものとする。 

（３） 虐待の防止のための従業者に対する研修を定期的に行うものとする。 

（４） 前３号に定める措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。 

２．事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対す

る調査等に協力するよう努める。 

 

（利用料） 

第９条 認知症対応型共同生活介護を提供した場合、利用料は次のとおりにする。 

（１）指定認知症対応型共同生活介護（法定代理受領サービスの場合）を提供した場合 

・基本利用料 

      国の定めた介護報酬のとおりとする。なお利用者は負担割合の額とする。 

（２）指定認知症対応型共同生活介護（法定代理受領サービスでない場合）を提供した場合 

・基本利用料 

      国の定めた介護報酬のとおりとする。なお利用者は全額を負担する。 

  

（利用料以外の費用） 

第１０条 認知症対応型共同生活介護を提供した場合、利用料その他の費用は次のとおりとする。 

（１） 食費、光熱水費及びその他共通経費等については事業所の定めた金額を負担する。 
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項  目 金  額 

家  賃 月 額  30,000 円 

光熱水費 月 額  40,000 円 

食材料費 
日 額 1,450 円／１ヶ月（30 日）43,500 円 

（外出・外泊時の食費は、事前の届出に限り徴収しません） 

日用品費 実 費 

レクリエーション費 実 費 

 

（２）理美容代、オムツ代、その他利用者が個人要望によって、提供される費用については利

用者が実費を負担する。 

（３）利用者の入院期間中の食費は無料とする。 

 

（入退居に当っての留意事項） 

第１１条 要介護で認知症診断があり、（1）（2）を満たした人を該当者とする。 

（１） 極端な暴力行為や自傷行為がない人。 

（２） 常時医療の必要のない人。 

２．次の事項に該当する場合、退居していただく場合もある。 

（１）利用者が人権及び暴力等の被害を与えた場合。 

（２）認知症等で著しい行動異常となった場合。 

（３）伝染病その他 1 ヶ月以上入院の必要のある場合。（医師の診断により２ヶ月まで） 

（４）利用料を 3ヶ月以上滞納した場合。 

３．退居に際しては、利用者の暮らしとケアが継続していけるように、医療機関、他施設へ 

働きかけていくように努める。 

４．利用者の入退居の決定は、入退居検討委員会が行う。 

入退居検討委員会は次の通りとする。 

   ①管理者 

   ②計画作成担当者 

     ③主任 

 

（入居中の留意事項） 

第１２条 入居中の留意事項 

（１） 専用居室での火の使用を禁ずる。 

（２）専用居室の清掃、整理支援のため、職員は利用者の許可を得て入室する。 

（３）専用居室、施設及び設備の汚損、減失した場合には、原状に復するか、又は原状に復す

るために必要な経費を負担する。 

（４）共同生活のため、利用者同士の互譲の精神を持って利用する。 

（５）政治、宗教、商業等の活動は原則として行わない。 
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（６）その他の入居者が守るべき共同生活及び施設管理、衛生管理、防災管理、緊急対応等々

の心得は、管理者が利用者全員に文書にて配布説明を行う。 

 

（非常災害対策） 

第１３条 ①管理者又はスタッフが利用者の安全を第一とし、安全な場所に誘導し、避難するも

のとする。 

     ②消火設備、非常放送用設備等、被害非常時に備えて、必要な設備を設けるとともに、

非常災害等に対して具体的防災計画、非難計画等をたて、利用者も参加した訓練を

年２回以上実施する。 

 

（職員の就業規則及び給与規程等） 

第１４条 職員に対しては、この規程による他、当法人の職員の就業規則及び給与規程、旅費規

程、慶弔規程等を適用する。 

 

（細 則） 

第１５条 この規程に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、理事会で定める。 

 

 

 付 則 

 この規程は、平成１６年  ６月  １日から施行する。 

       平成１６年  ７月  １日改訂。  

       平成１７年  ４月  １日改訂。 

       平成１７年 １１月  １日改訂。 

       平成１９年 ６ 月  １日改訂。 

       平成２０年 ３ 月  １日改訂。 

       平成２２年 ２ 月  １日改訂。 

       平成２３年 ４ 月  １日改訂。 

       平成２４年 ４ 月   １日改訂。 

       平成２８年 ８ 月  １日改訂。 

       平成３０年 ４ 月  １日改訂。 

       令和 ５年 ９ 月  １日改訂。 

       令和 ５年 １０月  １日改訂。 

       令和 ６年 １０月  １日改訂。 

       令和 ７年 ８ 月  １日改訂。 

 


